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1 特記仕様書　1-16

部分引渡しの設計対象項目として「電力系遠方監視制御設備設計」と記
載されていますが、「京葉JCT（G ランプ）」に関する「監視・制御・計
測等項目の設計」、「各種機器仕様の設計」についてのみ部分引渡しの
対象でしょうか。

そのとおりです。

2 特記仕様書　別紙-1（機械設備）

トンネル非常用設備設計の避難連絡坑扉の設計について、「※非常時強
調灯の設計含む」と記載されておりますが、施設工事調査等積算基準
第３編　第3章のトンネル非常用設備詳細設計基本歩掛表（２／２）の基
本歩掛には非常時強調灯が含まれた場合の設定はありません。
非常時強調灯の設計に相当する基本歩掛もしくは設計項目をご提示下さ
い。

「施設工事調査等共通仕様書 4-14-5 視線誘導灯設備の設計のうち(1)
の(ｲ)(ﾆ)(ﾎ)及び(2)の(ｲ)(ﾛ)」の準用を想定しております。

3 特記仕様書　別紙-1（電気設備）

トンネル照明設備設計の電線路の設計について、施設工事調査等共通仕
様書４－１５－８項で「電線路の設計とは、受配電設備からトンネル坑
口に設置する分電盤又は端子箱までの配線設計をいい（後略）」と規定
されています。本設計業務においては、トンネル延長と同じ設計数量と
なっており、適正と思われないので確認いたします。

特記仕様書で記載したとおりの内容で積算をお願いいたします
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